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森林環境学習活動支援事業実施要領
制定 平成２０年 ４月 １日水緑－１２５９

改正 平成２１年 １月 ６日水緑－ ９３２

改正 平成２１年 ９月１８日水森－１９６６

改正 平成２２年 ４月 １日 森－ ４

改正 平成２３年 ３月１５日 森－４０５３

改正 平成２５年 ４月 １日 森－ ８２

改正 平成２６年 ３月２５日 森－３６０８

改正 令和 ２年 ４月 １日 森－ ４３６

改正 令和 ５年 ２月２８日 森－１５９３

改正 令和 ６年 ４月 １日森保－ １１３

改正 令和 ７年 ４月 １日森保－ ２６９

改正 令和 ８年 ４月 １日森保－ １１

第１ 趣 旨

森林環境学習活動支援事業の実施にあたっては、秋田県財務規則（昭和３９年秋田

県規則第４号）及び秋田県水と緑の森づくり税関係補助金交付要綱（平成２０年４月

１日付け水緑－２。以下「補助金交付要綱」という。）に定めるほか、この要領によ

るものとする。

第２ 目 的

本事業は、秋田の森林を活用して行う森林環境教育を支援することにより、次代を

担う児童･生徒に対し、森林のもつ様々な公益的機能や森林環境に関する正しい知識

の提供と理解の促進を目的とする。

第３ 事業内容

１ 事業内容のとおりとする。なお、（１）は必須とし、（２）は（１）と組み合わせ

て実施できるものとする。

（１）森林環境学習活動及び森林・林業作業体験活動

・教材を活用した森林環境学習、自然観察会等

・植樹、下草刈り、枝打ち等の林業作業体験、炭焼き体験、きのこ植菌体験活動

等

（２）木育活動

・木のおもちゃふれあい体験会等

・木の実などの森林の恵みを生かしたリースづくり等

・木材と他の素材との実験教室等

・県産材等を使用した身近な製品（箸、コースター、楽器など）づくり等

※「木育」については、「水と緑の森づくり税事業の細部基準について」を参考

にすること。
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２ 事業採択基準

（１）児童・生徒を対象とした内容であり、かつ１件当たり２０人以上であること又は

１学年以上が取り組んでいること。

（２）幼児を対象として実施する活動については、事業主体に県が養成した「森の保育

士」、県森林環境保全課が実施した幼児の森林環境教育指導者養成を目的とした

研修（木育研修を除く）の受講履歴のある者、それに準ずると認められる者が在

籍していること。

※採択初年度に限り、事業実施年度に県森林環境保全課が実施する幼児の森林環境

教育指導者養成を目的とした研修（木育研修を除く）を受講することで替えるこ

とができるが、受講が確認できなかった場合は、補助金の交付決定を取り消すこ

とがある。

第４ 事業実施主体

（１）市町村

（２）学校教育法第１条に定める学校のうち次の学校

幼稚園、小・中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校（高等部は除

く）

（３）保育所

（４）教育関係団体（ＰＴＡ、保護者会等）

（５）ＮＰＯ団体

(６）地域住民団体（規約などが定められており、総会等が開催されている非営利団体）

第５ 補助対象経費

１ 補助対象経費は、次のとおりとする。

補助対象項目 補助対象経費

森林環境学習活動及び 賃金（地拵え、刈払い等）

森林・林業作業体験活動 共済費（賃金が支弁される者に対する社会保険料）

報償費（外部講師謝金等）

旅費（外部講師旅費等）

需用費（消耗品、教材用図書等購入、印刷製本費等）

役務費（通信運搬費、傷害保険料等）

委託料（地拵え、作業体験前に必要な森林調査、刈り払

い、除間伐、樹名板設置等）

使用料及び賃借料（バス借上料、会場借上料等）

資材購入費（木材、木製品製作キット、活動資材購入等）

木育活動 報償費（外部講師謝金等）

旅費（外部講師旅費等）

需用費（消耗品、教材用図書等購入、印刷製本費等）

役務費（通信運搬費、傷害保険料等）
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使用料及び賃借料（バス借上料、会場借上料等）

資材購入費（木材、木製品製作キット、のこぎり等の活

動資材購入等）

※需用費、役務費、資材購入費は当該年度の活動に関わる最低限の経費とする。

※資材購入費は、机・椅子・カメラ等汎用性のあるものを除く。

※需用費のうち教材用図書は、必要性を明らかにし、必要最小限とすること。

※需用費は原則として事業費のおおむね２割以内とすること。

※バスを借上げする場合は、２者以上から見積りを徴収し、経済的な見積を採用するこ

と。

※委託をする場合、諸経費は直接費の１０％以内とし、再委託は禁止とする。

※活動に参加する保護者等に要する経費も対象とすることができる。

２ 補助率及び補助対象経費の上限

補助率は補助対象経費の１０分の１０以内とし、上限は５０万円とする。

第６ 補助事業の実施

１ 事業実施前の措置

（１）収入予算の計上

ア 補助事業者は事業実施にあたり、収支予算についての議会又は意志決定機関

の議決等を得るものとする。

イ 予算編成並びに執行については、補助事業者の関係条例、規則、定款等の定

めによることとし、予算科目は他の事業と区別するものとする。

（２）その他関係法規に基づく許認可

補助事業者は関係法令を遵守し、法令に基づく許認可が必要な場合は、事業実施

に支障を及ぼさないよう、あらかじめ許認可等を得るものとする。

２ 事業計画書の提出

（１）補助金を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、事業計画書（様

式第１号）を農林水産部長（以下「部長」という。）が指定する日までに所轄す

る地域振興局長（以下「局長」という。）に提出するものとする。なお、計画書

には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 実施計画書（様式第２号）

イ 位置図

ウ 現況写真（※活動前に森林整備等の委託を行う場合に添付）

エ 見積書（事業費算定の根拠資料）

（２） 審査

ア 局長は、事業計画書の内容を審査し、部長に提出するものとする。

イ 部長は、提出された計画書について、必要に応じ、地域振興局とヒアリング

を実施して、事業計画を審査するものとする。
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（３） 通知

ア 部長は、審査の結果、事業採択の可否を決定し、局長に内示するものとする。

（様式第３号）

イ 局長は、部長の内示に基づき、補助事業者に対し、補助金交付申請書の提出

期限を示した内示を行うものとする。（様式第４号）

３ 補助金交付申請書の提出

補助事業者は、局長からの内示に基づき、補助金交付申請書を速やかに提出する

ものとする。

４ 事業着手

補助事業者は、補助金交付要綱第５に基づき、局長より通知される補助金交付決定

通知により事業に着手できるものとする。

５ 経費の配分の軽微な変更

（１）補助事業者は、補助事業の実施において、補助金交付要綱第４の（２）の別表２

に該当しない変更（軽微な変更）を行おうとするときは、あらかじめ局長の承認

を受けるものとする。

なお、この場合の変更は、実施計画書で定める各経費（※）ごとについて、３割

を超える増額の流用とする。

※経費とは報償費、需用費、旅費等の支出の区分とする。

（２）（１）の変更を行おうとするときは、あらかじめ局長へ計画変更承認申請（様式

第５号）を提出するものとする。

（３）局長は、（２）の申請があった場合は、補助事業の目的が適切に遂行されるかど

うかを判断のうえ、実施計画変更の承認（不承認）（様式第６号）を行うものと

する。

（４）補助事業者は、変更する実施計画については（３）の承認の後に着手するものと

する。

６ 重要な変更

（１） 補助事業者は、補助事業の実施において、補助金交付要綱第４の（２）の別表

２に該当する変更（重要な変更）を行おうとするときは、あらかじめ農林水産部

長（以下「部長」という。）の承認を受けるものとする。

（２） （１）の変更を行おうとするときは局長へ計画変更承認申請（様式第５号）を

提出するものとする。

（３） 局長は、（２）の申請があった場合は、ただちに部長へ提出するものとする。

（４） 部長は、提出された申請書について、必要に応じて局長とヒアリングを実施

し、内容について審査するものとする。

（５） 部長は、審査結果について局長に通知するものとする。（様式第３号）
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局長は部長からの通知に基づき、事業実施主体に対し審査結果を通知するもの

とする。なお、変更する実施計画については計画の承認後に着手するものとする。

（様式第４号）

７ 会計経理

金銭出納にあたっては、出納簿を備えるとともに、原則として当該事業用の金融機

関の預金口座等を通して行うものとする。

なお、出納に関する書類は、日付順に整理して処理経過を明らかにしておくものと

する。

８ 事業完了に伴う手続き

（１） 検査

ア 検査は、地方機関に勤務する職員であって、局長から検査を命じられた者（以

下「検査員」という。）が行うものとする。

イ 検査にあたっては、「秋田県補助事業工事経理検査実施要領（平成１９年４

月１日施行）」に基づき検査を行うものとする。

（２） 事業実績報告

ア 事業実施主体は、補助金交付要綱第８に基づき局長へ事業実績報告書を提出

し、事業を完了するものとする。

イ 局長は、事業が完了した場合、速やかに事業実績報告書の写しを部長に提出

するものとする。

９ 関係書類の整備

補助事業者は補助事業の実施にあたって、次に掲げる関係書類等を整備し、事業の

進捗と併行してその事務処理を適正に行うものとする。

（１）予算関係書類

ア 事業実施に関する議会、総会等の議事録

イ 歳入歳出予算、決算議決書

ウ 実施（当初、変更、精算）設計書、出来高設計書

（２）経理関係書類

ア 会計主要簿（現金出納簿、収入整理簿、支出整理簿等）

イ 会計補助簿（支払証拠書類（見積書、請求書、入出金伝票、領収書、借用証

書等））

ウ 納入告知書

エ 預金通帳

（３）文書

補助金の交付申請から実績報告に至るまでの申請書類、承認指令書、各報告書、

及びその他事業施行に関係する文書。
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（４）工事施工関係書類

入札書、請負契約書、着手届、請負工事簿、完成届、工事手直完了届、工事出来

高明細書等

（５）現場写真

（６）施設管理関係書類

ア 管理規程又は利用規程

イ 固定資産台帳

ウ 財産管理台帳

（７）書類等の保管期間

事業終了の翌年度から起算して５年間とする。

第７ その他

この要領に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

この要領は、平成２１年１月６日から施行する。（水緑－９３２）

この要領は、平成２１年９月１８日から施行する。（水森－１９６６）

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。（森－４）

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。（森－４０５３）

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。（森－８２）

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。（森－３６０８）

この要領は、令和２年４月１日から施行する。（森－４３６）

この要領は、令和５年４月１日から施行する。（森－１９５３）

この要領は、令和６年４月１日から施行する。（森保－１１３）

この要領は、令和７年４月１日から施行する。（森保－２６９）

この要領は、令和８年４月１日から施行する。（森保－１１）


